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ご利用の電気料金の 1％を再生可能エネルギーに投資 
 

 

 ワタミ株式会社（東京都大田区）のグループ会社、ワタミエナジー株式会社（東京都大田区、以下当社）は、電気

料金の 1％を再生可能エネルギーに投資する取り組みを開始しました。当社では、風力発電や太陽光発電などで発電

される割合を増やすべく電力事業に取り組んできましたが、地球の気候変動の抑制に貢献し、持続可能な再エネを利

用した循環型社会を目指していくことを考えると、現状ではまだまだ不十分であることから、100 年後の地球の姿を

思い、売上の１％を再生可能エネルギーの開発に投資、大規模ではなく環境負荷の小さい小水力発電などを中心に投

資する仕組みをつくりました。 

 

電気の供給を「ワタミの電気」に切替えていただくことが、地球上の再生可能エネルギーとして発電される割合を

増やすことにつながります。お客様とともに、着実に再エネによる発電量を増やすことで、地球が直面している気候

変動の問題の解決に取り組んでいきます。 

※小売電気事業における売上の 1％を、翌年度、再生可能エネルギー発電施設に投資（2020 年度の売上から適用）。 

 

■ワタミグループの再生可能エネルギー事業 

 ワタミグループが取り組む風力発電や 6 カ所の食品工場の屋根に設置した

ルーフソーラーで発電した再生可能エネルギーも含めた電力を、グループ内

だけでなく社外へも販売、2016 年 4 月から低圧電力の自由化にともない、

個人の家庭への販売も開始しました。 

 また、事業活動で消費する電力を 100%再生可能エネルギーで調達するこ

とを目標に掲げる企業が参加する「RE100（アールイー100）」に日本の外

食企業では初めて加盟しました。今後は、2040 年までに事業活動で消費す

る電力を 100%再生可能エネルギーにする目標を掲げてています。 

 

■お問い合わせ先  

ワタミエナジー株式会社 

TEL：03-5737-2816（受付時間 平日９時～１８時） 

E-mail：info-pps@watami.net 

 

■ワタミエナジー株式会社 

【所 在 地】東京都大田区羽田 1-1-3 

【代表者名】代表取締役 高橋雅彦 

【設  立】1998 年 7 月 

【ホームページ URL】http://www.watami-ecof.co.jp/ 

 

 

ワタミ株式会社 
〒144-0043 東京都大田区羽田 1-1-3 

《 お問合わせ先 》 

ワタミ株式会社 広報部／ TEL：03-5737-2784 ／ E-mail：press@watami.net 

 

秋田県では 3 基の風車を稼働 


